
令和８年度危険物安全週間がはじまります！！ 

期間：令和８年６月７日（日）～６月１３日（土） 

※危険物安全週間は、平成２年に消防庁により制定され、以来毎年６月の第２週（日曜日から土曜日まで

の１週間）に各種事業が実施されております。 

目 的 

今日、石油類をはじめとする危険物は、事業所等において幅広く利用されると

ともに、国民生活に深く浸透し、その安全確保の重要性は益々増大しています。 

このため、事業所における自主保安体制の確立を呼びかけるとともに、広く国

民の危険物に対する意識の高揚と啓発を図ることとしたものです。 

 

令和８年度「危険物安全週間推進標語」 

「つかみ取れ！めざす無事故の頂を」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ガソリンスタンド内での事故が多発しています。 

「ガソリンスタンド内でドライバーの運転操作ミスにより給油機器等に

接触し、給油機器等が破損する事故が増加しており、昨年度は管内１１

件、本年度もすでに２件の事故が発生しております。次の事項を必ず守

り安全に利用して下さい。」 

セルフ式のガソリンスタンドを安全に利用するために 

★案内に従い駐車しエンジンは停止してください。 

★スタンド内は安全運転で！急発進、急ハンドルは危険です！ 

★静電気除去シートにタッチ！ 

★正しい操作で給油を！  

★注ぎ足し給油をしないで！ 

★給油キャップの置き忘れ注意！ 

 


